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様式第３号（第１１条第２項関係）

議 事 概 要 書

第３回 玉野市成年後見制度利用促進審議会

開 催 日 時 令和 2年 10月 6日（火） 9時 30 分から 11 時 00 分まで

開 催 場 所 玉野産業振興ビル3階会議室

出 席 委 員 成年後見制度利用促進審議会委員：12名（委員総数 12 名）

傍 聴 の 可 否 可

傍 聴 人 数 なし

審 議 概 要

１ 開会

２ 審議

①他市の成年後見制度利用促進事業の状況（報告）

※事務局より、他市の中核機関の状況について説明

②玉野市成年後見制度利用促進計画（素案）

1．中核機関を市に設置（直営）することについて。

＜委員＞

玉野市の場合は、岡山市と比べても 10分の１の規模ということな

ので、直営の方が良いのではないかと思う。

＜委員＞

玉野市が「直営で行う」という考えを持ったことは、非常にいい

ことと思う。運営面でもスムーズに行くのではないか。

運営体制の中で、人員配置の面では、意識の高い、経験の蓄積さ

れた方を、非常勤等ではなく、安定した労働条件で配置をしてもら

いたい。

＜委員＞

相談機能をしっかり持たせるという面では、相談の専門職である

経験のある社会福祉士などを活用してもらいたい。

＜委員＞

社会福祉協議会としても、市が直営で行なうということは、大変

歓迎をしている。団体との連携調整等が業務の中心となるようだが、

現場に出て行ける職員体勢、そのような動きをお願いしたい。
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＜事務局＞

相談員の人材の確保が大切だということを十分認識した。引き続

き協議をしていきたい。

＜委員＞

玉野市は規模から考えても直営の方が良いのではないかと直感し

ていた。提案のとおり進めていただければと思う。ただ人員が３人

という少数精鋭なので、そのあたりの人選をしっかりとお願いした

い。

2． 玉野市成年後見制度利用促進計画の策定後において、同計画の取

状況の点検、評価等を引き続き、同計画審議会で行うこと。そして、

玉野市成年後見支援センターの取組状況の点検、評価等を「運営委

員会」が行うこととし、その運営委員会の機能を「玉野市成年後見

制度利用促進審議会」が担うことについて。

＜委員＞

中核機関が玉野市直営ということなので、点検、評価等をこの審

議会が担うということで良いと思う。

＜委員＞

最初から、関わらせてもらっている。今後の動きも気になるので、

是非参加させてもらいたい。

＜委員＞

中核機関が行なっていることが、適正かどうか。やりっ放しは良

くないと思われる。その時々で評価して、よりよいものにしていけ

たら良いと思う。

＜委員＞

質問：運営委員会が地域連携会議の取組状況を点検、評価等を継

続的に実施することとなっていて、地域連携会議の方は、２０名以

上で構成する委員を想定されているということだが、その二つは委

員を分ける前提なのか。

＜事務局＞

分ける前提で、お考えいただければと思う。審議会の方は、こち
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らの審議会で、地域連携会議の方は地域で、地域課題を解決をして

いく具体的な実務可能メンバーの皆様と考えていただきたい。そう

いう意味で、委員は別であるとお考えいただきたい。

＜委員＞

「地域の課題は、地域で解決」がキーワードかと思う。審議会は

中立的な立場で、人選をされたかと思うが、玉野のことは玉野で、

運営委員会も玉野に近い方、若しくは玉野で活躍されている方で、

専門性を有する方にお願いしても良いと思う。

＜委員＞

玉野市のことが分っている委員の方が良いと思われるが、「利用支

援事業を使っている人は委員になれない。」というような制限が続い

ていると、玉野で活躍している人が委員になれないという事態にな

るので、そこは是非ご検討いただきたい。

＜事務局＞

そのあたりについては、継続協議とさせていただきたい。素案の趣

旨の方もご理解いただき、検討を進めて参りたい。

3． 地域連携会議の委員については、（ア）から（エ）までに掲げる関

係機関、団体から選任することとしており、具体的には図「玉野版 地

域連携ネットワーク」に掲げる団体等で構成することを予定してい

る。これらの団体等について、又はこれらの団体等の他に望ましい団

体等について。

＜委員＞

資料３の P17 にネットワークを作る関係者の中に「金融関係団体」

が入っているが、国の資料を見ても 5.1％と少ない。どのような趣

旨か伺いたい。

＜事務局＞

金融機関においても後見制度支援信託、後見制度支援預金を行な

っており、本人の財産を守るという意味では金融機関もその役割を

担うという趣旨から入れている。

＜委員＞

玉野市版地域連携ネットワークの構成メンバーを見たところ、障
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害者の関係「相談支援事業所」等を加えた方が良いのではないか。

＜委員＞

玉野市版地域連携ネットワークに、市民後見人を選出する母体と

なりえるような団体を入れることができないものかと考えている。

そのことが、専門職だけでなく地域に密着した市民後見人や親族等

を活用していくことに繋がるのではないか。地域連携会議の運営の

中に受任者調整に関することが入っていて、そこを専門職で固めて

しまうと、市民後見人等になかなか繋がっていかないのではないか。

素案の P14（イ）に「受任者調整会議の結果を受け、弁護士会、司

法書士会、社会福祉士会等に後見人候補者の推薦を依頼します。」と

あり、「市民後見人を活用」するという目標は、素案の中に入ってい

るが、手段の方に入っていない状態になっている。市民後見人を活

用するルートも作ってもらいたい。

＜事務局＞

P11 の【3－2】、P12 の【3－3】において、市民後見人の研修・育

成・活用、法人後見の担い手の育成・活動支援については掲げてお

り、今回の協議内容の部分で、具体的な内容について触れていない

部分もあり、あわせて検討していきたいと考えている。

＜委員＞

困難ケースなどの対応をすることもあるため、警察関係者の方も

地域連携ネットワークに入っていただけないのだろうか。

＜委員＞

地域包括支援センターで、虐待、権利擁護に関する対応をすると

きには、警察の方と連携して動かせてもらうこともあり、認知症の

方であれば徘徊等で行方不明になったりすることもあるので、警察

関係の方には係わっていただきたいと思っている。

＜事務局＞

先ほど現場に出向く体制をしっかり構築するようにとの御意見を

いただいたが、ケースによっては、警察の方に相談する場合もあり、

行政機関として、家庭裁判所のように、就任いただけるかどうかも

含め検討していきたい。

4． 本人及び本人に身近な親族や福祉・医療・地域の関係者のまとま

りである「チーム」を専門的な立場からバックアップするのが「地域
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連携会議」であるが、例えば、「申立ての必要性の検討に関すること。」

又は「後見人の支援に関すること。」について、３士会の「地域連携

会議」委員（弁護士、司法書士、社会福祉士）にケースに応じてどの

ような支援が求められるか。

＜委員＞

本人が、支援を拒否していても、包括や、民生委員が連携して状

況把握すれば、もう少し早く対応ができなのではないかというケー

スがあった。地域連絡会議等で、支援が必要な方を早く見つけてい

く必要がある。

＜委員＞

チームの支援が大切であると思われる。「チームで抱えてうまくい

かなくなっている」という視点を持つことが必要である。地域連携

会議としては、そういった支援者やチームをアドバイザー的な視点

で見ていくことができるのではないか。実際に地域連携会議のメン

バーが本人を直接支援していくわけではないので、支援の形がどう

作り上げてられているのかを見ていく必要がある。

「社会資源の開発」という視点も、地域連携会議では持つことが

できるのではないか。たとえば、なぜ地域に係われないのか、地域

に係われる人がいないのか、場所がないのか、そういった所も見て

いきながら、助言ができるのではないか、そういった事例を蓄積し

て、予防の視点でアドバイスしていく機能があれば、同じような事

例が発生せず、早期の段階で、スクリーニングができて、支援に繋

がっていくのではないか。

＜委員＞

精神科の医師だけでなく、内科の医師も権利擁護に目を向けてい

かなくてはいけないと考えている。

＜家庭裁判所＞

子供が本人を抱え込んでいて、なかなか本人に会えなかったり、

本人が拒否していたりする場合であると、明らかな後見開始の状態

で本人が話ができないならば良いが、保佐相当の方だと、なかなか

代理権の同意がとれない場合もあり、できるだけ早い段階で支援が

入っていただけると、裁判所の手続もスムーズにいくと思われる。

＜委員＞

求められる支援について：どのくらいの案件があって、どのくら
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いの人員が用意できるのかという問題もあるが、地域連携会議とし

て特に求められることは、「困ったときに、どのタイミングで誰が入

っていくのか」を考えることが大切。

後見人の支援に関することについて：後見人を支援することは、

結局、本人に対する支援をすることだと思われるので、そういった

視点をもつことが大切。

＜事務局＞

早期発見の大切さ、それを解決するための予防の視点が大切であ

るということを感じた。連携会議の中のネットワークも当然必要。

チームをバックアップしていくのも大切だが、チームと連携会議が

情報共有していくことが大切であると感じた。今後の事業展開の参

考とさせていただきたい。

地域連携会議のメンバーについて：玉野市の地域の方々の集まり

であり、特に条件等は考えていない。

質問等

＜家庭裁判所＞

地域連携会議の中に家庭裁判所も入れていただいているが、これ

は、オブザーバーとしての出席なのか。正式な委員としての出席に

なるのか。立場上、会議の中で議論される内容、個別の案件には一

切答えることができない。今の段階での意見を伺いたい。

＜事務局＞

地域連携会議においては、家庭裁判所との関わりは必須のもので

あると考えている。ただ、立場上の発言がされにくいということで

あれば、その御意見を尊重したい。

＜委員＞

地域連携会議で、個別の事例等に入っていくということもあるが、

現在の虐対対応専門職のアドバイザーと中核機関の専門職との連携

はどのように行なっていくのか。

＜事務局＞

高齢者虐待防止会議は、現在、月 1回開催しており、チームを「地

域連携会議」でバックアップする「ケース会議」に近いものが行な

われている。委員が重複していただくのは結構であるし、役割をお

願いしたいと考えている。
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＜委員＞

市民後見人について、玉野市の考える市民後見人は、無償で想定

されているのか、有償で想定されているのか、有償であれば、どの

程度のものをお考えなのか。

＜事務局＞

専門職以外の後見人のニーズもあるため、検討課題とさせていた

だきたい。

３ その他

＜委員＞

前回検討の範囲であるが、もし可能ならば、（素案） P8 １（５）

「成年後見人等は、親族や福祉、医療の関係者と円滑な関係を築き

ながら、本人の意思を可能な限り尊重して支援していくことが求め

られています。」の親族の部分について 本人に身近な親族とできな

いか。趣旨としては、親族は誰でもというわけではなく、あくまで

本人を支援する親族と円滑な関係を築くということ。

４ 閉会

特 記 事 項

事 務 局
玉野市健康福祉部長寿介護課

電話 0863-32-5537


